
JP 2009-61139 A 2009.3.26

10

(57)【要約】
【課題】先端支持枠とコイルパイプの先端との連結部の
外径が太くならず、しかも連結部の強度を確保すること
ができる内視鏡用処置具を提供すること。
【解決手段】先端支持枠２の後端部分に、コイルパイプ
１の先端部分内に嵌挿される後端円筒部が形成されると
共に、その後端円筒部２ｂの先端位置にはコイルパイプ
１の先端面が当接する当接面２ｃが形成されて、コイル
パイプ１の先端部分の外周面が全て外面に露出するよう
に配置され、コイルパイプ１の先端面と先端支持枠２と
がその当接部においてレーザ溶接７により固着されてい
る。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端処置片を支持する金属製の先端支持枠が、金属線材を巻いて形成されたコイルパイ
プの先端に連結固定された構成を有する内視鏡用処置具において、
　上記先端支持枠の後端部分に、上記コイルパイプの先端部分内に嵌挿される後端円筒部
が形成されると共に、その後端円筒部の先端位置には上記コイルパイプの先端面が当接す
る当接面が形成されて、上記コイルパイプの先端部分の外周面が全て外面に露出するよう
に配置され、上記コイルパイプの先端面と上記先端支持枠とがその当接部においてレーザ
溶接により固着されていることを特徴とする内視鏡用処置具。
【請求項２】
　上記先端支持枠の最大外径が上記コイルパイプの先端部分の外径を越えないサイズに形
成されている請求項１記載の内視鏡用処置具。
【請求項３】
　上記コイルパイプの先端付近が、薄く研削されることなく上記先端支持枠と連結固定さ
れている請求項１又は２記載の内視鏡用処置具。
【請求項４】
　上記コイルパイプの先端部分の内周面が研削されている請求項１又は２記載の内視鏡用
処置具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は内視鏡用処置具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡用生検鉗子等のような内視鏡用処置具は一般に、鉗子カップ等のような先端処置
片を支持する金属製の先端支持枠が、金属線材を巻いて形成されたコイルパイプの先端に
連結固定されて、コイルパイプ内に挿通された操作ワイヤにより先端処置片が遠隔操作さ
れるように構成されている。
【０００３】
　そのような内視鏡用処置具における先端支持枠とコイルパイプとの連結固定は、旧来は
半田付けやロー付け等で行われていたが、フラックスを完全に洗浄する必要性やその他の
製造工程の煩雑さ、及び半田や銀ローの流れ出しによる作動不良の発生等に鑑みて、近年
はレーザ溶接が採用されるようになってきている（例えば、特許文献１、２）。
【特許文献１】特公平７－２８８５４
【特許文献２】特公平７－５９２３６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の内視鏡用処置具においては、先端支持枠の後端部が円筒状に形成されてその中に
コイルパイプの先端が差し込まれ、その嵌合部の途中の部分や後端部分等がレーザ溶接さ
れている。
【０００５】
　しかし、そのような構成では先端支持枠の後端部分の外径がコイルパイプに比べて太く
なってしまうので、内視鏡の処置具挿通チャンネルへの挿通能が著しく低下してしまう場
合がある。
【０００６】
　そこで、特許文献１、２等に記載された内視鏡用処置具においては、先端支持枠に差し
込まれるコイルパイプの先端部分の外周を研削して、先端支持枠の外径が太くなるのをあ
る程度抑制している。
【０００７】
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　しかし、コイルパイプの外周はドリル等のような簡易な工作機械では研削できないので
機械加工に手間がかかると同時に、コイルパイプの外周を削ると強度低下により使用中等
にコイルパイプがその部分で折損する恐れも出てくる。
【０００８】
　本発明は、先端支持枠とコイルパイプの先端との連結部の外径が太くならず、しかも連
結部の強度を確保することができる内視鏡用処置具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用処置具は、先端処置片を支持する金属製
の先端支持枠が、金属線材を巻いて形成されたコイルパイプの先端に連結固定された構成
を有する内視鏡用処置具において、先端支持枠の後端部分に、コイルパイプの先端部分内
に嵌挿される後端円筒部が形成されると共に、その後端円筒部の先端位置にはコイルパイ
プの先端面が当接する当接面が形成されて、コイルパイプの先端部分の外周面が全て外面
に露出するように配置され、コイルパイプの先端面と先端支持枠とがその当接部において
レーザ溶接により固着されているものである。
【００１０】
　なお、先端支持枠の最大外径がコイルパイプの先端部分の外径を越えないサイズに形成
されているとよい。そして、コイルパイプの先端付近が、薄く研削されることなく先端支
持枠と連結固定されていてもよく、コイルパイプの先端部分の内周面が研削されていても
よい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、先端支持枠の後端部分に、コイルパイプの先端部分内に嵌挿される後
端円筒部が形成されると共に、その後端円筒部の先端位置にはコイルパイプの先端面が当
接する当接面が形成されて、コイルパイプの先端部分の外周面が全て外面に露出するよう
に配置され、コイルパイプの先端面と先端支持枠とがその当接部においてレーザ溶接によ
り固着されていることにより、先端支持枠とコイルパイプの先端との連結部の外径が太く
ならないように構成することができ、しかも、コイルパイプの外周を研削する必要がない
ので連結部の強度を確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の内視鏡用処置具は、先端処置片を支持する金属製の先端支持枠が、金属線材を
巻いて形成されたコイルパイプの先端に連結固定された構成を有する内視鏡用処置具にお
いて、先端支持枠の後端部分に、コイルパイプの先端部分内に嵌挿される後端円筒部が形
成されると共に、その後端円筒部の先端位置にはコイルパイプの先端面が当接する当接面
が形成されて、コイルパイプの先端部分の外周面が全て外面に露出するように配置され、
コイルパイプの先端面と先端支持枠とがその当接部においてレーザ溶接により固着されて
いる。
【実施例】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図３は本発明が適用される内視鏡用処置具の一例の全体構成を示しており、１は、図示
されていない内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱自在なフレキシブルなコイルパイプで
あり、ステンレス鋼線材等を一定の径で密着巻きして細長い円筒形状に形成されている。
【００１４】
　コイルパイプ１の先端に連結固着された金属製の先端支持枠２には、例えば生検組織採
取用の鉗子カップ３（先端処置片）が前方に向けて開閉自在に支持されていて、軸線方向
に進退自在にコイルパイプ１内に全長にわたって挿通配置された操作ワイヤ４を基端側か
らの遠隔操作で進退させることにより、鉗子カップ３が開閉する。ただし本発明は、金属
製の先端支持枠２が金属製のコイルパイプ１の先端に連結固定された構成を有する各種の
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内視鏡用処置具に適用することができる。
【００１５】
　１０は、鉗子カップ３を開閉する遠隔操作を行うための操作部であり、コイルパイプ１
の基端が連結された操作部本体１１の基端部に、操作者の第一指を係合させるための第１
の指掛け１２が設けられ、操作者の第二指と第三指を係合させるための第２の指掛け１３
が、操作部本体１１にスライド自在に取り付けられている。
【００１６】
　そのような第２の指掛け１３に、操作ワイヤ４の基端が取り付けられている。したがっ
て、第２の指掛け１３を操作部本体１１に対してスライド操作することにより、コイルパ
イプ１内で操作ワイヤ４が軸線方向に進退して、鉗子カップ３が開閉する。
【００１７】
　図１は内視鏡用処置具の先端部分を拡大して示しており、円柱状のステンレス鋼材等を
加工して形成された先端支持枠２は、後端部付近を除いてスリット２ａで左右に二分割さ
れていて、鉗子カップ３を開閉駆動するリンク機構５がスリット２ａ内に配置されている
。６は、鉗子カップ３とリンク機構５の回転支軸。５ａは、操作ワイヤ４の先端を連結固
着するためにリンク機構５からコイルパイプ１内に延出配置されたワイヤ連結軸である。
【００１８】
　コイルパイプ１の先端部分は内外両面ともに研削されておらず、先端支持枠２の後端部
分には、コイルパイプ１の先端部分内に嵌挿される後端円筒部２ｂが形成されている。そ
して、後端円筒部２ｂの先端位置にはコイルパイプ１の先端面が当接する当接面２ｃが全
周にわたって形成され、コイルパイプ１の先端部分の外周面が全て外面に露出するように
配置されている。
【００１９】
　先端支持枠２は、当接面２ｃ部分から前方の領域では外径サイズが一定に形成されてい
る。図ではスリット２ａが形成されている部分が小さく見えるが、その部分の外径寸法は
当接面２ｃ部分の外径Ｄ１と変わらない。
【００２０】
　そのような先端支持枠２の当接面２ｃ部分の外径Ｄ１（即ち、先端支持枠２の最大外径
）は、コイルパイプ１の先端部分の外径Ｄ２を越えないサイズに形成されている。即ち、
Ｄ１≦Ｄ２である。ただし、当接面２ｃが確実に形成されるためには、Ｄ１≧（Ｄ２－ｔ
）であることが望ましい。ｔはコイルパイプ１の素線の直径である。
【００２１】
　そして、コイルパイプ１の先端面と先端支持枠２との当接部に側方からレーザビームが
照射されて、コイルパイプ１の先端面と先端支持枠２とがその当接部においてレーザ溶接
により固着されている。
【００２２】
　７がそのレーザ溶接部であり、その内方領域に先端支持枠２の後端円筒部２ｂが配置さ
れているので、レーザビームがリンク機構５のワイヤ連結軸５ａや操作ワイヤ４等に照射
されるおそれがない。なお、レーザ溶接は全周に隙間なく行われてもよく、或いは幾つか
のスポット溶接であってもよい。
【００２３】
　このような構成により、コイルパイプ１の先端と先端支持枠２との連結部の外径が太く
ならず、しかも連結部の強度を十分に確保してコイルパイプ１の先端と先端支持枠２とを
連結固定することができる。
【００２４】
　図２は、本発明の第２の実施例の内視鏡用処置具の先端部分を示しており、コイルパイ
プ１の先端部分の内周面のうち、先端支持枠２の後端円筒部２ｂが嵌挿される部分だけ径
を広げる状態に研削したものである。他の部分は前述の第１の実施例と同じである。
【００２５】
　このように、コイルパイプ１の内周面を研削すると、全く研削しない場合よりコイルパ
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イプ１の強度が低下するのは避けられないが、外周面を同じ厚みだけ研削する場合に比べ
ると、研削される断面積が遙に小さいので強度低下も大幅に小さい。また、ドリル等の簡
易な工作機械で容易に研削することができる。
【００２６】
　したがって、第２の実施例においても、コイルパイプ１の先端と先端支持枠２との連結
部の外径が太くならず、しかも連結部の強度を従来より高いレベルに確保してコイルパイ
プ１の先端と先端支持枠２とを連結固定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡用処置具の先端部分の側面部分断面図である。
【図２】本発明の第２の実施例の内視鏡用処置具の先端部分の側面部分断面図である。
【図３】本発明が適用される内視鏡用処置具の一例の全体構成を示す外観図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　コイルパイプ
　２　先端支持枠
　２ｂ　後端円筒部
　２ｃ　当接面
　３　鉗子カップ（先端処置片）
　４　操作ワイヤ
　７　レーザ溶接部

【図１】 【図２】
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